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令和４年中の下田警察署管内発生件数 

 

万引きが発生しました！！ 

 

１０年以下の懲役 又は 
５０万円以下の罰金 
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少額の物でも、犯罪であることに 
変わりはありません。 

地域で呼びかけ、 

 

犯罪のない町に 
しましょう！！ 

 

令和５年２月中旬、西伊豆町内において 


